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          主         文 

 １ 

月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ａの項の配当実施額等４３７万４

４３０円全額を取り消す。 

 ２ 

月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｂの項の配当実施額等２１５７万

４８６９円全額を取り消す。 

 ３ 

月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｃの項の配当実施額等６７４万９

９６４円全額を取り消す。 

 ４ 

月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｄの項の配当実施額等２０２３万

４４５８円全額を取り消す。 

 ５ 

月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｅの項の配当実施額等２１７０万

５３１３円全額を取り消す。 

 ６ 

月６日付けで作成された配当表のうち，亡Ｆの項の配当実施額等２０１０万５

１７２円全額を取り消す。 

 ７ 

月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｊの項の配当実施額等７３０万０

０８９円全額を取り消す。 

 ８ 

月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｋの項の配当実施額等９１６万０

２４９円全額を取り消す。 

 ９ 
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月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｌの項の配当実施額等７１９万６

６８６円全額を取り消す。 

 １０ 

９月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｍの項の配当実施額等８０６万

５８４９円全額を取り消す。 

 １１ 

９月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｎの項の配当実施額等３５８万

８０８５円全額を取り消す。 

 １２ 

９月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｏの項の配当実施額等１０９万

６８４９円全額を取り消す。 

 １３ 

９月６日付けで作成された配当表のうち，被告Ｐの項の配当実施額等６５万４

２１８円全額を取り消す。 

 １４ 

９月６日付けで作成された配当表のうち，被告亡Ｆ訴訟承継人らを除く各被告

及び亡Ｆに係る配当手数料６９２０円全額を取り消す。 

 １５ 

９月６日付けで作成された配当表のうち，手続費用に係る配当実施額等６７０

万０６５９円全額を取り消す。 

 １６ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

          事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

  主文同旨 

第２ 事案の概要  

  本件は，別紙船舶目録記載の各船舶（以下「本件各船舶」という。）の各共有
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持分１００分の９０をそれぞれ有する原告が，本件各船舶につきなされた広島地

において作成された配当表につき，被告亡Ｆ訴訟承継人らを除く被告ら及び亡Ｆ

（以下，併せて「本件船員被告ら」という。）について商法８４２条７号に規定

する船舶先取特権を有しないにもかかわらず，これを有する債権者と認めた上で

記載された各配当実施額等，配当要求手数料及び手続費用全額に異議があるとし

て，民事執行法９０条１項（同法１８９条で準用する同法１２１条により準用）

に基づき配当異議の訴えを提起した事案である。 

  これに対し，被告らは，船舶先取特権を有すると反論して，請求の棄却を求め

た。 

１ 前提事実（末尾に証拠を掲げた事実のほかは，当事者間に争いがない。） 

 当事者等 

ア 原告は，独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法及び独立行政

法人通則法に基づき，日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団（以下「旧

事業団」という。）の統合によって平成１５年１０月１日に成立した独立

行政法人であり，旧事業団の業務を承継した（以下，統合の前後を通じて

「原告」という。）。 

 訴外Ｑ株式会社（以下「訴外Ｑ」という。）は，船舶による荷客運送

業等を業とする海運事業者であった。 

訴外Ｑについては，平成２４年４月１６日，広島地方裁判所において

破産手続開始決定がなされ，破産管財人が選任されている。 

 原告は，共有建造業務（海運事業者と費用を分担して造船所へ船舶を

共同発注し船舶建造を行い，竣工後は当該船舶を当該海運事業者と共有

とした上で当該海運事業者に使用管理させ，共有期間満了まで当該海運

事業者から当該船舶使用の対価として船舶使用料を徴収するという業務

のこと。）の一環として，平成１５年２月５日，別紙船舶目録１記載の
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船舶（以下「本件船舶１」という。）を訴外Ｑと共同建造して，共有し

（訴外Ｑ持分１００分の１０，原告持分１００分の９０），平成１７年

３月５日，別紙船舶目録２記載の船舶（以下「本件船舶２」という。）

を訴外Ｑと共同建造して，共有し（訴外Ｑ持分１００分の１０，原告持

分１００分の９０），本件各船舶を訴外Ｑに使用させ，船舶使用料を徴

収していた。 

ウ  本件船員被告らは，訴外Ｑに雇用され，本件各船舶に乗り込んでいた

船員であるが，平成２４年３月３１日付けで全員解雇された（乙９の１

から９の１３まで）。なお，訴外Ｑは，平成２３年３月１６日付けで，

対象期間を平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日までの２年

間として，本件各船舶につき，船員法施行規則２２条に基づく一括届出

の許可を受けていた（乙７，８）。 

 承継前被告である亡Ｆ（以下「亡Ｆ」という。）は，平成２５年８月

１５日，死亡した。同人の相続人は，妻である被告Ｇ，子である被告Ｈ

及び被告Ｉである。同人らは，亡Ｆの訴訟手続を承継した。 

 本件競売事件 

本件船員被告らは，平成２４年３月２９日，広島地方裁判所に対し，本件

船員被告らが訴外Ｑに対して有する退職金債権，平成２１年度ないし平成２

３年度の未払賃金（緊急対応額）に係る債権並びに未消化有給精算額及び未

消化休日精算額に係る債権を被担保債権として，商法８４２条７号の船舶先

取特権に基づき，原告持分を含む本件各船舶全体に対して船舶競売の申立て

を行った。広島地方裁判所は，平成２４年４月２日，船舶競売開始決定（以

下「本件競売開始決定」という。）をした（本件競売事件）。 

 執行異議の申出及び競売手続の取消 

原告及び破産者訴外Ｑ破産管財人は，平成２４年６月８日，本件競売開始

決定に対し，船舶先取特権の不存在等を理由として執行異議の申立てを行っ
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た。広島地方裁判所は，同年６月８日，上記執行異議申立事件についての裁

判の効力が生ずるまでの間，本件競売事件を停止する旨の決定を行った。原

告及び破産者訴外Ｑ破産管財人は，同月１９日，広島地方裁判所に対し，本

件競売事件の取消しを申し立て，原告は，同年７月１０日，民事執行法１８

９条によって準用される同法１１７条１項に基づく保証を提供した。広島地

方裁判所は，同月１７日，本件競売事件の手続中，配当等の手続を除きこれ

を取り消す旨の決定を行った。 

 配当要求 

本件船員被告らは，破産者訴外Ｑ破産管財人に対する，訴外Ｑ及び本件船

員被告らが所属する労働組合（全日本海員組合，以下「海員組合」という。）

との平成２４年２月２８日付け協定書に基づく臨時手当（賞与）に係る債権

の存在を主張して，平成２４年５月９日，本件競売事件について広島地方裁

判所に対し配当要求をした。 

 配当表の作成 

本件競売事件についての配当期日は，平成２４年９月６日午後１時３０分

に開かれ，広島地方裁判所裁判所書記官により配当表（以下「本件配当表」

という。）が作成された。本件配当表には，次のとおりの記載がある（甲８

９）。 

ア 被告Ａ（以下「被告Ａ」という。）の請求債権（Ａ２）につき配当実施

額等として３８４万７５１９円。 

イ 被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）の請求債権（Ａ３）につき配当実施

額等として２１０４万９９４５円。 

ウ 被告Ｃ（以下「被告Ｃ」という。）の請求債権（Ａ４）につき配当実施

額等として６２６万７７０３円。 

エ 被告Ｄ（以下「被告Ｄ」という。）の請求債権（Ａ５）につき配当実施

額等として１９７４万８１３４円。 
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オ 被告Ｅ（以下「被告Ｅ」という。）の請求債権（Ａ６）につき配当実施

額等として２１１７万６５９１円。 

カ 亡Ｆの請求債権（Ａ７）につき配当実施額等として１９６１万４９８８

円。 

キ 被告Ｊ（以下「被告Ｊ」という。）の請求債権（Ａ８）につき配当実施

額等として６８７万８４５８円。 

ク 被告Ｋ（以下「被告Ｋ」という。）の請求債権（Ａ９）につき配当実施

額等として８７０万４７１４円。 

ケ 被告Ｌ（以下「被告Ｌ」という。）の請求債権（Ｂ１）につき配当実施

額等として６７４万５１６４円。 

コ 被告Ｍ（以下「被告Ｍ」という。）の請求債権（Ｂ２）につき配当実施

額等として７６７万０５８９円。 

サ 被告Ｎ（以下「被告Ｎ」という。）の請求債権（Ｂ３）につき配当実施

額等として３２２万８３０１円。 

シ 被告Ｏ（以下「被告Ｏ」という。）の請求債権（Ｂ４）につき配当実施

額等として８３万１４７６円。 

ス 被告Ｐ（以下「被告Ｐ」という。）の請求債権（Ｂ５）につき配当実施

額等として３９万００７９円。 

セ 被告Ａの請求債権（Ｂ６）につき配当実施額等として５２万６９１１円。 

ソ 被告Ｂの請求債権（Ｂ７）につき配当実施額等として５２万４９２４円。 

タ 被告Ｃの請求債権（Ｂ８）につき配当実施額等として４８万２２６１円。 

チ 被告Ｄの請求債権（Ｂ９）につき配当実施額等として４８万６３２４円。 

ツ 被告Ｅの請求債権（Ｃ１）につき配当実施額等として５２万８７２２円。 

テ 亡Ｆの請求債権（Ｃ２）につき配当実施額等として４９万０１８４円。 

ト 被告Ｊの請求債権（Ｃ３）につき配当実施額等として４２万１６３１円。 

ナ 被告Ｋの請求債権（Ｃ４）につき配当実施額等として４５万５５３５円。 
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ニ 被告Ｌの請求債権（Ｃ５）につき配当実施額等として４５万１５２２円。 

ヌ 被告Ｍの請求債権（Ｃ６）につき配当実施額等として３９万５２６０円。 

ネ 被告Ｎの請求債権（Ｃ７）につき配当実施額等として３５万９７８４円。 

ノ 被告Ｏの請求債権（Ｃ８）につき配当実施額等として２６万５３７３円。 

ハ 被告Ｐの請求債権（Ｃ９）につき配当実施額等として２６万４１３９円。 

ヒ 本件船員被告らの配当要求手数料（Ｄ１）につき配当実施額等として費

用６９２０円。 

フ 本件船員被告らの手続費用（Ａ１）につき配当実施額等として６７０万

０６５９円。 

 配当期日における異議 

原告代理人は，上記配当期日に出頭し，本件船員被告らに対する上記各配

当はいずれもその全額について不当である旨異議申出をした。 

 本件訴訟の提起 

原告は，平成２４年９月６日に本件訴訟を提起し，同月１２日に訴えを追

加的に変更し，第１回口頭弁論期日に出頭した。 

 本件各船舶について 

本件各船舶は，訴外Ｑの事務所所在地である広島県江田島市ａ町の三高港

と広島市南区の広島港（宇品港）の間を結ぶ航路を往復していたカーフェリ

ーであった（甲１３ないし１６）。 

本件各船舶の上記航路は，船舶安全法施行規則１条６項に規定する平水区

域に位置している（甲６５，６６）。 

本件各船舶の船舶検査証書（船舶安全法９条１項）並びに訴外Ｑが中国運

輸局長に提出した一括届出許可申請書及び船員名簿においても，本件船舶の

航行区域は「平水区域」と定められている。 

なお，上記一括届出許可申請書には，一括公認を受けようとする船舶につ

いて，本件各船舶に加えて，「Ｒ」と称する船舶の記載がある。（乙７，８）。 
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２ 争点及びこれに対する当事者の主張 

   本件各船舶は，商法８４２条の「船舶」に該当するか（平水区域を航行す

る船が「航海の用に供するもの」（商法６８４条１項）に該当するか。）。 

   （被告らの主張） 

    別紙「当事者の主張及び書証の整理」中，第２の２「本論点②に関して」

の各【被告ら】記載のとおり。 

   （原告の主張） 

別紙「当事者の主張及び書証の整理」中，第２の２「本論点②に関して」

の各【原告】記載のとおり。 

   退職金債権及び臨時手当（賞与）債権（以下「退職金債権等」という。）

は，商法８４２条７号の債権に該当するか。 

   （被告らの主張） 

    別紙「当事者の主張及び書証の整理」中，第２の１「本論点①に関して」

の各【被告ら】記載のとおり。 

   （原告の主張） 

別紙「当事者の主張及び書証の整理」中，第２の２「本論点②に関して」

の各【原告】記載のとおり。 

   本件船員被告らは，商法８４２条７号にいう「船長其他ノ船員」に該当す

るか。 

   （被告らの主張） 

    商法８４２条７号の「船長其他ノ船員」は，船員法にいう船員（船長，海

員及び予備船員）を意味することに疑問の余地はない。仮にそうではないと

しても，本件船員被告らは，常に高度の危険を伴う航海上の労務に服してい

る上，船舶を管理する者としての責任を果たす体制をとっており，実質的に

も，同条の船員に該当する。 

   （原告の主張） 
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    商法８４２条７号が「船長其他ノ船員」に対して，一般の労働者には与え

られない極めて手厚い特別な保護を与えている理由は，主として船員の労務

によってのみ船舶が航海中保全されるという実態に対して，危険な航海上の

労務に服することによってのみ生計を維持している船員らの債権は概して少

額であるという利益衡量にあると言わなければならない。 

    したがって，本件船員被告らが，同条の船員に該当するというためには，

危険な航海上の労務に服することによってのみ生計を維持しているといえる

ような労働実態があり，かつ，船舶所有者の直接の管理下を離れ，船舶所有

者自らが管理を及ぼすことができないという特殊な管理実態の双方が必要と

言わなければならない。 

    本件船員被告らには，上記の労働実態や管理実態はないので，同条の船員

には該当しない。 

 本件船員被告らが，船舶先取特権を主張することは権利の濫用となるか。 

 （原告の主張） 

  仮に，本件船員被告らに船舶先取特権が成立するとしても，被告らの労働

実態を考慮すれば，権利濫用であることは明らかである。 

 （被告らの主張） 

  争う。 

 本件船員被告らが訴外Ｑに対して有する債権はいくらか。 

   （被告らの主張） 

   ア 退職金 

     通常退職金 

 根拠規定 

本件船員被告らと訴外Ｑとの間に適用される労働協約として，「労

働協約書」（乙１の１）があり，退職手当については第１４章に規定

がある。 
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 退職金の計算方法  

  通常退職金は，「基本給」×「合計支給率」として算出できる。 

③ 「基本給」について 

本件船員被告ら各人の解雇時の基本給は，別紙「退職手当計算表」

の「退職時本給」欄記載のとおりである。 

④ 「合計支給率」について 

支給率については，労働協約書（乙１の１）１１１条１項に規定が

ある。 

勤続５年以下の者は，勤続１年につき１．０か月分の支給率が加算

され，勤続５年を超えて１０年以下の者は，その５年を超えた部分の

勤続１年につき，１．２か月分の支給率が加算され，勤続１０年を超

えて１５年以下の者は，その１０年を超えた部分の勤続１年につき，

１．６か月分の支給率が加算される。 

        本件船員被告らの各合計支給率は，別紙「退職手当計算表」の「合

計支給率」欄記載のとおりとなる。 

     特別加算 

 労働協約書１１４条が定めるとおり，ａ勤続年数１０年以上で，か

つ，ｂ退職時の年齢が５０歳以上の者については，退職手当に，以下

の特別加算がなされる。 

  勤続年数１０年以上１５年未満の者 退職時基本給の１か月分 

  勤続年数１５年以上２０年未満の者 同２か月分 

  勤続年数２０年以上の者      同３か月分 

② よって，被告Ｂ，同Ｄ，同Ｅ及び亡Ｆには，特別加算として，基本

給３か月分がそれぞれ加算されることとなる。 

     企業年金 

      ５０歳以上で，勤続２０年以上の者が，会社都合により退職した場合，
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８０万７５０３円の企業年金が支給される。 

本件においては，被告Ｂ，同Ｄ，同Ｅ及び亡Ｆがその対象となる。 

     小括 

      以上の退職手当，特別加算，企業年金の合計額は，別紙「退職手当計

算表」の「合計額」欄記載のとおりとなる。 

   イ 平成２１年度未払賃金（緊急対応額） 

     根拠 

海員組合と訴外Ｑ間の平成２１年１１月９日付け協定書（乙４の２）

３条及び同「別紙－１」 

     上記協定書の締結に基づき本件船員被告らの平成２１年度の賃金は，

年間総収入額の１５．４％減額された。この減額は，同年度の本件船員

被告らの「臨時手当」を減額することによってなされた（同２条）。 

      しかしながら，同３条のとおり，訴外Ｑが「事業の廃止（任意整理），

倒産等により事業継続を断念せざるを得ない事態が生じた場合」，同２

条に基づく各人の臨時手当の削減額相当額を，「労働債権」として認定

することとなる。 

      本件で，訴外Ｑは，事業廃止を決定し，本件船員被告らを解雇したの

であるから，３条に基づき，２条記載の本件船員被告ら各人の削減額が，

労働債権（未払債権）と認定されることとなる。 

     以上の未払賃金（緊急対応額）は，別紙「未払い賃金（緊急対応額）

および未消化有給・休日精算額一覧表」の平成２１年度の「未払い賃金

（緊急対応額）」欄記載のとおりである。 

   ウ 平成２２年度未払賃金（緊急対応額） 

     根拠 

海員組合と訴外Ｑ間の平成２２年６月１６日付け協定書（乙４の３）

３条及び同「別紙－１」 
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     上記イと同様に減額されたが，同様に認定されることとなる。 

     以上の未払賃金（緊急対応額）は，別紙「未払い賃金（緊急対応額）

および未消化有給・休日精算額一覧表」の平成２２年度の「未払い賃金

（緊急対応額）」欄記載のとおりである。 

   エ 平成２３年度未払賃金（緊急対応額） 

     根拠 

海員組合と訴外Ｑ間の平成２３年７月２２日付け協定書（乙４の４）

３条及び同「別紙－１」 

     上記イと同様に（但し減額率は１４．２％）減額されたが，同様に認

定されることとなる。 

     以上の未払賃金（緊急対応額）は，別紙「未払い賃金（緊急対応額）

および未消化有給・休日精算額一覧表」の平成２３年度の「未払い賃金

（緊急対応額）」欄記載のとおりである。 

   オ 未消化有給精算額・未消化休日精算額 

     本件船員被告らの各人ごとの平成２４年３月３１日現在の，未消化有給

精算額・未消化休日精算額は，別紙「未払い賃金（緊急対応額）および未

消化有給・休日精算額一覧表」の「未消化有給精算額／未消化休日精算額」

欄記載のとおりである。 

   カ 平成２４年度年間臨時手当（賞与）日割分（乙６） 

     訴外Ｑは，臨時手当（賞与）につき，その支給額・配分・支給方法・

支給期日等について，毎年，労使交渉を行って労使協定を締結し，それ

に基づいてこれをその雇用する船員に対して支給してきた（乙５の１な

いし４）。 

      すなわち，平成２０年度から平成２３年度までの間，訴外Ｑは，本件

船員被告ら船員に対して年間臨時手当として算定基準額（基本給＋乗船

手当＋職務手当＋家族手当＋執職手当）の４．３か月分を支給してきた
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（乙５の１ないし４）。 

      臨時手当の査定期間としては，夏季手当については，前年１２月１日

から当年５月３１日まで，冬季手当については当年６月１日から当年１

１月３０日までとされていた。 

      また，上記査定期間の中途で，「会社都合」により退職した者に対し

ては，「その期間に応じ日割り計算」により年間臨時手当を支給するこ

ととされていた。 

     平成２４年度の臨時手当については，訴外Ｑが平成２４年３月３１日

をもって本件船員被告ら船員を解雇する見込みとなった情勢を踏まえて

の労使協定の締結となった。 

      すなわち，訴外Ｑは，前記の従前の労使協定の内容に沿い，同日付け

で本件船員被告らが会社都合退職した場合の年間臨時手当の日割支給額

について確認する労使協定を締結した（乙６）。 

      本件船員被告ら各人の平成２４年度年間臨時手当日割分の具体的計算

方法は，以下のとおりである。 

 

 本件船員被告らの平成２４年度の「年間臨時手当の総額」は，従前

の労使協定と同様，算定基準額（基本給＋乗船手当＋職務手当＋家族

手当＋執職手当）の４．３か月分 

 本件船員被告らの平成２４年度の年間臨時手当における「在籍日数」

は，本件船員被告らは平成２４年３月３１日付けで解雇されたため，

１２２日（平成２３年１２月１日から平成２４年３月３１日まで） 

 本件船員被告らの平成２４年度の年間臨時手当における「年間勤務

期間」は，従前の労使協定と同一の査定期間で３６５日（平成２３年

１２月１日から平成２４年１１月３０日まで） 

     よって，本件船員被告らは，別紙「平成２４年度年間臨時手当日割分」
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各記載のとおりの債権を有している。 

   （原告の主張） 

   ア 退職金について 

     通常退職金について 

      労働協約書１４章に退職手当に関する規定があることは認めるが，本

件船員被告ら及び訴外Ｑとの間に適用されることにつき不知。 

      仮に適用されるとしても，労働協約書１０８条（乙１の１）は，定年

退職及び自己都合退職を規定しているものの，解雇された場合について

は規定していない。訴外Ｑ及び海員組合は，平成２２年６月１６日付け

協定書（乙４の３）において，「収入削減を事由として退職する者」に

ついて規律しているが，同規定も解雇について規定したものではない。 

      その他，退職金の計算方法，基本給，合計支給率は不知。 

     特別加算について 

労働協約書（乙１の１）１１４条３項は，「企業整備，船舶の遭難，

係船等により止むを得ず解雇する場合は，特別加算につき，会社と組合

は協議して定める。」と規定しているのであって，訴外Ｑが事業を廃止

し清算することも「企業整備」あるいはこれに準ずるものとして扱うべ

きことは明らかである。したがって，１１４条１項が適用される余地は

ない。 

 企業年金について 

  否認ないし争う。 

イ 平成２１年度，平成２２年度，平成２３年度各未払賃金（緊急対応額）

について 

  否認ないし争う。 

ウ 未消化有給精算額・未消化休日精算額について 

  不知ないし争う。 
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エ 平成２４年度年間臨時手当（賞与）日割分（乙６）について 

  不知ないし争う。 

（被告らの反論） 

ア 通常退職金について 

  労働協約書の合理的意思解釈としては「解雇」についても退職金を支給

する趣旨と解釈しなければならない。 

イ 特別加算について 

  労働協約書の１１４条３項の協議は，会社整備を理由とする解雇の場合

には，１１４条１項の特別加算を前提として，さらなる特別加算について

労使協議を定めているものである。 

 本件船員被告らの有する債権が少額であることにより，本件競売手続が不

当となる結果，執行費用についても配当受領資格を失うか。 

 （原告） 

  仮に，被告らの主張する債権を被担保債権とする商法８４２条７号の先取

特権が成立するとしても，本件競売手続はわずかな債権のために多額の執行

費用を要する不当な執行手続である。したがって，本件競売手続において，

本件船員被告らは執行費用についても配当を受ける資格を有しない。 

 （被告ら）  

  争う。本件競売手続は不当な執行手続ではない。 

第３ 争点に対する判断 

１  

 本件各船舶は，商法８４２条の「船舶」に該当しない。その理由は，次に

述べるとおりである。 

商法６８４条１項は，商法の適用を受ける船舶の要件として，「航海の用

に供するもの」と定めている。一方，商法５６９条は，陸上運送の範囲を「陸

上又は湖川，港湾」と定めているから，同範囲の航行は，上記「航海」に含
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まれないと解するのが相当である。 

次に，商法５６９条の「陸上又は湖川，港湾」の範囲については，商法施

行法１２２条が国土交通省令に委任しているところ，この委任を受けた「商

法施行法第１２２条ノ規定ニ依ル湖川，港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件」

（明治３２年逓信省令第２０号）の１項は「湖川，港湾ノ範囲ハ平水航路ノ

区域ニ依ル」と定め，「平水航路」は，船舶安全法附則３７条により，平水

区域とされている。したがって，平水区域は，「湖川，港湾」に該当し，同

区域を航行する船舶は，商法６８４条の船舶に該当せず，ひいては８４２条

の船舶にも該当しない。 

本件各船舶は，上記第２の１ のとおり，航行区域が平水区域とされてい

るから，商法８４２条の船舶に該当しない。 

 被告らは，商法６８４条の海は社会通念上の海で足り，本件各船舶は社会

通念上の海を航路としていたから，商法上の船舶に当たる，また，仮に商法

６８４条にいう船舶に該当しないとしても，個別の条文ごとに適用の有無を

検討すべきであり，商法８４２条は適用されると主張する。 

しかしながら，被告らの主張はいずれも採用できない。船舶先取特権は公

示方法なくして船舶抵当権に優先するものとされているところ（商法８４９

条），船舶先取特権を広く認めることは，船舶抵当権者の利益を害し，ひい

ては船舶所有者が金融を得るのを困難にするものであるから，商法８４２条

の船舶先取特権が認められる範囲は厳格に解釈すべきと考えられ（最高裁昭

和５９年３月２７日第三小法廷判決・裁判集民事１４１号４３５頁も同趣旨

と解される。甲１１），「社会通念上の海」という概念によって船舶先取特

権の範囲を拡大することは相当ではないからである。 

さらに，平水区域は，年間を通じて比較的静穏で，地理的には陸岸により

囲まれていて，その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの

波や風の影響が少ない水域と認められるため（甲６４），そのような船に関
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する船員等の有する債権について，船舶先取特権により，一般の労働債権と

比較して特別の保護を与える実質的な理由が認められないからである。 

 以上のとおりであり，本件船員被告らは，商法８４２条７号に規定する船

舶先取特権を有しないので，これが存在することを前提とする本件競売事件

において本件船員被告らが受領すべきとされた配当実施額等及び配当手数

料の全額について，受領する資格を有しない。 

２  

上記１のとおり，本件各船舶は，商法８４２条の船舶に該当しないものの，

本件の審理経過に鑑み， 判断する。 

 退職金債権等は，商法８４２条７号の債権に該当すると認められる。その

理由は次のとおりである。 

ア 退職金債権等の発生原因は，雇用契約であると認められるところ，商法

８４２条７号は，船舶先取特権の被担保債権を「雇傭契約」によって生じ

た債権と明記しているから，その対象から退職金債権等を一般的に除くこ

とは，条文の文言に反する解釈であると言わざるを得ない。 

イ 原告は，退職金債権等を除く趣旨で，商法８４２条７号の「雇傭契約」

は，明治２３年に制定された商法（明治２３年法律第３２号）８４９条１

項５号が規定する「雇入契約」と同義であると主張する（甲３１）。 

しかしながら，「雇入契約」と「雇傭契約」の効果に上記のような違い

があるのであれば，明治３２年の改正後の商法（明治３２年法律第４８号。

以下「旧商法」という。）６８０条７号（現在の商法８４２条７号と同じ。）

において「雇傭契約」へと文言が変更されたことは，退職金債権等を含め

る趣旨との解釈を裏付けるものということができる。 

原告は，①明治３２年当時，船員の雇用の実態は雇入契約の形態しか存

在しなかったこと，②旧商法への改正にあたって，「雇入契約」から「雇

傭契約」へと文言を変更するための実質的な議論がされていないことから
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すると，商法８４２条７号にいう「雇傭契約」は「雇入契約」のことであ

って，一般の雇用契約と同義に解することは，立法者意思を逸脱する解釈

であると主張する。 

しかしながら，上記①及び②を前提とすると，旧商法への改正時に，立

法者は「雇入契約」が「雇傭契約」に当たることを想定していたとはいえ

るものの，民法においては船員以外についても使用されていた「雇傭契約」

という文言を使用したのであるから，立法者が民法上の意味での「雇用契

約」に基づく債権を排除する意思であったとまでは認められず，雇用契約

と同義に解することが立法者意思の逸脱であるとはいえない。 

ウ そして，上記イのように，「雇傭契約」を民法上の雇用契約と同義に解

する場合，賃金が商法８４２条７号の債権に該当することは明らかである

ところ，退職金債権等が賃金の後払いとしての性質を有することは否定し

難いから，退職金債権等を，商法８４２条７号の債権から一律に除外する

理由があるとは認められない。この点，原告は，船員の退職金制度の沿革

や国際条約との関係，船舶金融にもたらす影響等の観点から種々の主張を

するが，賃金の後払いという退職金の性質を覆すものではなく，採用する

ことはできない。 

 退職金債権等が一般的に商法８４２条７号の債権に該当するとしても，そ

の範囲は，①船舶への乗船ないし航海に関する部分に限定され，さらに，②

乗船ないし航海の中でも，先取特権の目的物となる特定の船舶に関する部分

に限定されると解するのが相当である。その理由は次のとおりである。 

ア 商法８４２条７号の船舶先取特権は，債務者の全財産ではなく特定の物

について成立する担保権であることから，被担保債権と目的物である船舶

との牽連性が求められる。本号の発生原因として乗船ないし航海の事実は

不可欠であると解されるところ，その趣旨からすれば，乗船ないし航海に

関する部分ではない部分については，先取特権を認める理由を欠く。 
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イ 旧商法において，「雇傭契約」へと文言が変更され，

また，その際，「最後の雇入期間中」生じた債権とされていたのが単に「雇

傭契約」により生じた債権となって時期の限定がなくなったが，その改正

理由は，証拠（甲３２）によれば，船舶先取特権の被担保債権を最後の航

海より生じた債権に限定するのではなく，航海の前後を問わず航海より生

じた債権につき拡大する趣旨であると認められる。そうであれば，航海と

無関係に生じた債権にまで拡大する理由は見当たらない。 

ウ そして， が認められる

範囲は厳格に解釈すべきであるから，特定の船舶への乗船ないし航海に関

して発生したものではない債権を被担保債権とすることはできない。  

 本件の場合，本件船員被告らの主張する退職金債権等が仮に存在するとし

ても，次の理由により，特定の船舶についての乗船ないし航海に関する部分

とそうではない部分とが区別できないので，商法８４２条７号に該当する被

担保債権とは認められない。 

ア 本件船員被告らが船舶競売を申し立てた対象は，本件各船舶の計２隻で

あるから，本件船員被告らのそれぞれについて，船舶ごとに，具体的に乗

船ないし航海を行ったことを明らかにする必要があるが，被告らはこれを

明らかにしようとしない。この点，被告らは，船員法施行規則２２条に基

づき，本件各船舶について一括届出の許可を受けていることにより，船舶

ごとの乗船ないし航海の事実について明らかにする必要がないと主張する。

しかしながら，上記許可自体は，具体的な乗船ないし航海の事実を何ら立

証しないから，上記主張は失当である。 

イ 加えて，被告らの主張する退職金債権等のうち，本件各船舶の乗船ない

し航海に関する部分をそれぞれ特定する必要があるが，雇用契約や就業規

則上，退職金等の算定に当たって具体的な乗船ないし航海をどのように反

映するか明らかではない。もっとも，上記算定方法が明らかではない場合
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には，例えば，本件船員被告らのそれぞれについて，全労働時間に対する，

本件各船舶のそれぞれへの乗船ないし航海した時間の割合を求め，これに

より被担保債権部分を算出することが考えられるが，これを算出するに必

要な時間も明らかではない。 

３ 結論  

以上のとおりであり，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求

は全部理由がある。 

 

 

 

  広島地方裁判所民事第３部 

 

 

          裁判長裁判官   小  西     洋 

 

 

              

裁判官   榎  本  康  浩 

 

 

 

裁判官   内  藤  陽  子 


